
地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律

要
綱

案

第
一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
関
係

一

題
名

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
（
以
下
「

こ
と
。
（
題
名
関
係
）

障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
と
す
る
も
の
と
す
る

二

目
的

こ
の
法
律
の
目
的
の
実
現
の
た
め
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
給
付
に
加
え
て
、
地
域
生
活
支
援
事
業
そ
の
他
の
必

要
な
支
援
を
総
合
的
に
行
う
も
の
と
す
る
旨
を
明
記
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

三

基
本
理
念

こ
の
法
律
の
基
本
理
念
を
、
障
害
者
及
び
障
害
児
が
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
た
め
の
支
援
は
、
全
て
の
国
民

が
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
等
し
く
基
本
的
人
権
を
享
有
す
る
か
け
が
え
の
な
い
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
と
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
全
て
の
国
民
が
、
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格



現
す
る
た
め
、
全
て
の
障
害
者
及
び
障
害
児
が
可
能
な
限
り
そ
の
身

と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
を
実

近
な
場
所
に
お
い
て
必
要
な
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
た
め
の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
社
会
参
加
の
機

会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
及
び
ど
こ
で
誰
と
生
活
す
る
か
に
つ
い
て
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
、
地
域
社
会
に
お
い
て
他

の
人
々
と
共
生
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
に
と
っ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営

去
に
資
す
る
こ
と
を

む
上
で
障
壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他
一
切
の
も
の
の
除

旨
と
し
て
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
の
二
関
係
）

四

障
害
者
の
範
囲

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
「
障
害
者
」
に
、
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
政
令

で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
十
八
歳
以
上
で
あ
る
も
の
を

加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
一
項
関
係
）

五

重
度
訪
問
介
護
の
対
象
拡
大

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
重
度
訪
問
介
護
の
対
象
と
な
る
者
を
、
「
重
度
の
肢
体
不
自
由
者
そ
の
他
の
障
害
者
で

あ
っ
て
常
時
介
護
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
」
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
三



項
関
係
）

六

共
同
生
活
介
護
の
共
同
生
活
援
助
へ
の
一
元
化

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
共
同
生
活
介
護
（
ケ
ア
ホ
ー
ム
）
を
共
同
生
活
援
助
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
に
一
元
化

し
、
共
同
生
活
援
助
に
お
い
て
、
日
常
生
活
上
の
相
談
に
加
え
て
、
入
浴
、
排
せ
つ
又
は
食
事
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生

活
上
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
十
五
項
関
係
）

七

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
の
欠
格
要
件

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
、
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
及
び
指
定
特
定
相
談
支
援

事
業
者
の
指
定
の
欠
格
要
件
に
、
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ

ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
三
十
六
条
第
三
項
等
関
係
）

八

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
責
務

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
、
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
及
び
指
定
特

定
相
談
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
行
う
支
援
を
、
障
害
者
等
の
立
場
に
立
っ
て
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の



と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
二
条
第
一
項
等
関
係
）

九

地
域
生
活
支
援
事
業
の
追
加

１

市
町
村
が
行
う
地
域
生
活
支
援
事
業

市
町
村
が
行
う
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
、
障
害
者
等
の
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
に
関
す
る
理
解
を

深
め
る
た
め
の
研
修
及
び
啓
発
を
行
う
事
業
、
障
害
者
等
、
障
害
者
等
の
家
族
、
地
域
住
民
等
に
よ
り
自
発
的
に
行
わ

れ
る
障
害
者
等
が
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
活
動
に
対
す
る
支

援
を
行
う
事
業
、
障
害
者
に
係
る
民
法
に
規
定
す
る
後
見
、
保
佐
及
び
補
助
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人

材
の
育
成
及
び
活
用
を
図
る
た
め
の
研
修
を
行
う
事
業
並
び
に
手
話
通
訳
等
を
行
う
者
を
養
成
す
る
事
業
を
加
え
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
七
条
第
一
項
関
係
）

２

都
道
府
県
が
行
う
地
域
生
活
支
援
事
業

都
道
府
県
が
行
う
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
、
手
話
通
訳
等
を
行
う
者
を
養
成
す
る
事
業
の
う
ち
、
広
域
的
な
対

応
が
必
要
な
事
業
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
八
条
第
一
項
関
係

）



十

相
談
支
援
の
連
携
体
制
の
整
備

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
者
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
、
医
療
機
関
、
民
生
委
員
、
身
体

障
害
者
相
談
員
、
知
的
障
害
者
相
談
員
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（

第
七
十
七
条
の
二
第
五
項
関
係
）

十
一

基
本
指
針
の
見
直
し

１

基
本
指
針
の
内
容
の
見
直
し

基
本
指
針
に
定
め
る
事
項
に
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
相
談
支
援
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保
に

係
る
目
標
に
関
す
る
事
項
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
七
条
第
二
項
関
係
）

２

基
本
指
針
へ
の
障
害
者
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
の
意
見
の
反
映

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
指
針
の
案
を
作
成
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
障
害
者
等
及

び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十

七
条
第
三
項
関
係
）

３

実
態
を
踏
ま
え
た
基
本
指
針
の
見
直
し



厚
生
労
働
大
臣
は
、
障
害
者
等
の
生
活
の
実
態
等
を
勘
案
し
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
基
本

指
針
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
七
条
第
四
項
関
係
）

十
二

障
害
福
祉
計
画
の
見
直
し

１

障
害
福
祉
計
画
の
内
容
の
見
直
し

市
町
村
及
び
都
道
府
県
が
障
害
福
祉
計
画
に
定
め
る
よ
う
努
め
る
事
項
に
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
地
域

生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保
に
係
る
医
療
機
関
、
教
育
機
関
、
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
の
措
置
を
実
施
す
る
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（

第
八
十
八
条
第
三
項
及
び
第
八
十
九
条
第
三
項
関
係
）

２

実
態
を
踏
ま
え
た
障
害
福
祉
計
画
の
作
成

市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
障
害
者
等
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
事
情

を
正
確
に
把
握
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
第
八
十
八
条
第
五
項
関
係
）

３

障
害
福
祉
計
画
の
調
査
、
分
析
及
び
評
価



市
町
村
及
び
都
道
府
県
は
、
定
期
的
に
、
障
害
福
祉
計
画
に
つ
い
て
、
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
障
害
福
祉
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第

八
十
八
条
の
二
及
び
第
八
十
九
条
の
二
関
係
）

十
三

自
立
支
援
協
議
会
の
見
直
し

１

名
称
の
変
更

自
立
支
援
協
議
会
の
名
称
を
地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
変
更
で
き
る
よ
う
、
協
議
会
に
改
め
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
関
係
）

２

構
成
員

協
議
会
を
構
成
す
る
者
に
障
害
者
等
及
び
そ
の
家
族
が
含
ま
れ
る
旨
を
明
記
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
九
条
の
三
第
一

項
関
係
）

３

協
議
会
の
設
置

協
議
会
の
設
置
を
さ
ら
に
進
め
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
は
協
議
会
を
設
置
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
関
係
）



十
四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
二

児
童
福
祉
法
関
係

一

障
害
児
の
範
囲

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
「
障
害
児
」
に
、
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
障
害

者
総
合
支
援
法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で

あ
る
児
童
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

二

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
指
定
の
欠
格
要
件

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
、
指
定
障
害
児
入
所
施
設
及
び
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
の
欠
格
要
件
に
、
労
働

に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
二

項
等
関
係
）

三

指
定
障
害
児
事
業
者
等
の
責
務

指
定
障
害
児
事
業
者
等
、
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
設
置
者
及
び
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
行
う
支



援
を
、

立
場
に
立
っ
て
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二

障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
の

十
一
条
の
五
の
十
七
第
一
項
等
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
三

身
体
障
害
者
福
祉
法
関
係

一

身
体
障
害
者
相
談
員

身
体
障
害
者
相
談
員
は
、
そ
の
委
託
を
受
け
た
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
が
、
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
、
一
般
相
談
支
援
事
業
そ
の
他
の
身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
を
円
滑
に
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
等
と
の
連
携
を
保
つ
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
の
三
第
四
項
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
四

知
的
障
害
者
福
祉
法
関
係

一

知
的
障
害
者
相
談
員

知
的
障
害
者
相
談
員
は
、
そ
の
委
託
を
受
け
た
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
知
的
障
害
者
又
は
そ
の
保
護
者
が
、
障



害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
一
般
相
談
支
援
事
業
そ
の
他
の
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
を
円
滑

に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
等
と
の
連
携
を
保

つ
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
の
二
第
四
項
関
係
）

二

後
見
等
に
係
る
体
制
の
整
備

市
町
村
及
び
都
道
府
県
は
、
後
見
、
保
佐
及
び
補
助
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
材
の
活
用
を
図
る
た
め

そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努

、
後
見
等
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
の
家
庭
裁
判
所
へ
の
推
薦

と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
八
条
の
二
関
係
）

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
五

施
行
期
日

も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
五
（
重
度
訪
問
介
護
の

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

対
象
拡
大
）
及
び
六
（
共
同
生
活
介
護
の
共
同
生
活
援
助
へ
の
一
元
化
）
は
、

も

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

の
と
す
る
こ
と
。

第
六

検
討



一

政
府
は
、
全
て
の
国
民
が
、
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合

い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
の
実
現
に
向
け
て

こ
の
法
律
の

、
障
害
者
等
の
支
援
に
係
る
施
策
を
段
階
的
に
講
ず
る
た
め
、

施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
障
害
者
総
合
支
援
法
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基
本
理
念
を
勘
案
し
、
常
時
介
護
を
要
す

る
障
害
者
等
に
対
す
る
支
援
、
障
害
者
等
の
移
動
の
支
援
、
障
害
者
の
就
労
の
支
援
そ
の
他
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
在

り
方
、
障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
含
め
た
支
給
決
定
の
在
り
方
、
手
話
通
訳
等
を
行
う
者
の
派
遣
そ
の
他
の
聴
覚
、
言
語

機
能
、
音
声
機
能
そ
の
他
の
障
害
の
た
め
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
障
害
者
等
に
対
す
る
支
援
の
在
り
方
等

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

政
府
は
、
一
の
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
障
害
者
等
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
七

経
過
措
置
等

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う

こ
と
。


